
営業所の稼動実態の調査に関する事務処理要領 

  

平成２２年４月１日制  定 

平成２３年４月１日一部改正 

 

１ 趣旨  

この要領は，地域の優良な企業の適正な受注機会を確保するため，県発注工事の受注者

の営業所について，契約締結に際し，専任技術者の勤務状況等の稼動実態の調査（以下「調

査」という。）を実施する場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものである。  

 

２ 定義 

(1) この要領において「工事」とは，県の発注する建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第１項に規定する建設工事をいう。 

(2) この要領において「営業所」とは，建設業法第３条第１項の営業所をいう。 

(3) この要領において「主たる営業所」とは，営業所を統括し，指揮監督する権限を有す

る１箇所の営業所で，建設業許可申請書別紙二(1)又は別紙二(2)に主たる営業所として

記載したものをいう。 

(4) この要領において「専任技術者」とは，建設業法第７条第２号及び同法第１５条第２

号に規定する者をいう。 

 

３ 調査の対象者 

県は，次の者を対象として調査を実施するものとする。ただし，県が，調査の必要がな

いと認める場合は，この限りでない。 

(1) 著しく低い価格による落札者 

ア 調査基準価格（建設工事執行規則（平成８年広島県規則第３９号）第７条の２第１

項又は同条第２項の調査基準価格をいう。）の設定されている工事を当該価格を下回

る価格で落札した者のうち，主たる営業所以外の営業所の資格で落札した者 

イ 最低制限価格（建設工事執行規則第８条の最低制限価格をいう。）の設定されてい

る工事を，予定価格の８２％を下回る価格で落札した者のうち, 主たる営業所以外の

営業所の資格で落札した者 

(2) (1)に掲げる者のほか，営業所の稼動実態について調査の必要があると県が認めた落札

者（主たる営業所の資格で落札した者を含む。） 

 

４ 調査方法 

 県は，調査を実施することとした場合は，調査の対象者に対して，契約の締結に際し，



入札に参加した営業所（その営業所が所在することにより当該工事の入札に参加する資格

を得た営業所をいう。）に係る次の資料の提出を求め，当該営業所の稼働実態を確認する。

この場合において，県は，営業所の稼動実態確認資料提出依頼書（様式第１号）により調

査の対象者に対して資料の提出を依頼し，調査の対象者は，営業所の稼動実態確認資料提

出書（様式第２号）に資料を添付して契約締結時までに回答するものとする。 

  ただし，入札条件等において，資料を提出するよう定めている場合には，様式第１号に

よる依頼を省略することができるものとする。 

(1) 資料提出前３か月以内に撮影された営業所の外景（全景，看板，表札，許可票等が確

認できるものを含む。）及び内景（執務スペース）の写真 

(2) 資料提出前３か月分の営業所の電気及び水道の使用状況を確認できる資料（検針票，

使用量のお知らせ又は請求書等の写し） 

(3) 資料提出前３か月分の専任技術者の出勤状況を確認できる資料（出勤簿又はタイムカ

ード等の写し） 

(4) その他営業所の稼働実態を確認するために必要な資料 

 

５ 追加調査の実施 

  県は，４の調査の結果，当該営業所の稼働実態になお疑義がある場合には，必要に応じ

て追加資料の提出請求や営業所の現地調査等の追加調査を実施することができるものとす

る。 

 

６ 営業実態が確認できない場合の措置 

県は，４及び５の調査によって，営業所の稼動実態を確認できない場合には，建設業許

可行政庁へ通報する。その結果，監督処分等が行われた場合には，指名除外等の必要な措

置を講ずるものとする。 

 

７ 周知方法 

  ３から６までの規定については，その内容を入札条件及び入札公告に記載する。 

 

附 則 

 この要領は，平成２２年６月１日以降に公告又は指名通知する工事から適用する。 

附 則 

 この要領は，平成２３年４月１日から適用する。 
 



様式第１号 

営業所の稼動実態確認資料提出依頼書 
 

                            平成  年  月  日 

 

                  様 

 

 

                    契約担当職員    

 

 

 平成  年  月  日に開札のあった                    工事

について，       営業所（支店）に係る次の資料を，営業所の稼動実態確認資料提

出書（営業所の稼動実態の調査に関する事務処理要領様式第２号）に添付して当該工事の契

約締結時までに提出してください。 

  なお，必要に応じて追加資料の提出請求や営業所の現地調査等の追加調査を実施すること

があります。 

また，調査の結果，営業所の稼動実態が確認できない場合には，提出された書類等を添付

して建設業許可行政庁へ通報することとし，その結果，監督処分等が行われた場合には，指

名除外等の措置を講じることがあります。 

 

【営業所の稼動実態確認資料】 

(1) 資料提出前３か月以内に撮影された営業所の外景（全景，看板，表札，許可票等が確

認できるものを含む。）及び内景（執務スペース）の写真 

(2) 資料提出前３か月分の営業所の電気及び水道の使用状況を確認できる資料（検針票，

使用量のお知らせ又は請求書等の写し） 

(3) 資料提出前３か月分の建設業許可における営業所の専任技術者の出勤状況を確認でき

る資料（出勤簿又はタイムカード等の写し） 

(4) その他営業所の稼働実態を確認するために必要な資料 

 （                                     ） 

※提出できない資料がある場合は，理由書（任意様式）を添付すること。 



様式第２号 

営業所の稼動実態確認資料提出書 
 

                           平成  年  月  日 

 

                様 

 

             住 所             

             商号又は名称 

             代 表 者 氏 名                              印        

 

 平成  年  月  日に開札のあった                    工事

について，       営業所（支店）に係る営業所の稼動実態確認資料を別紙のとおり

提出します。 

なお，各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。 

また，追加資料の提出請求や営業所の現地調査等の追加調査行われる場合には，誠実に協

力します。 

 

【提出資料（営業所の稼動実態確認資料）】 

(1) 資料提出前３か月以内に撮影された営業所の外景（全景，看板，表札，許可票等が確

認できるものを含む。）及び内景（執務スペース）の写真（様式第２号－①・②に貼付）

(2) 資料提出前３か月分の営業所の電気及び水道の使用状況を確認できる資料（検針票，

使用量のお知らせ又は請求書等の写し） 

(3) 資料提出前３か月分の建設業許可における営業所の専任技術者の出勤状況を確認でき

る資料（出勤簿又はタイムカード等の写し） 

(4) その他営業所の稼働実態を確認するために必要な資料 

 （                                     ） 



様式第２号－① 

営 業 所 写 真 

営業所の名称  

外景（看板，表札等を含む。）                       年  月撮影 

 

 内景（執務スペース）                            年  月撮影 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※営業所の実態がよく確認できる写真を貼付してください。 



様式第２号－② 

営 業 所 写 真 

営業所の名称  

（許可票）                                年  月撮影 

 

                           年  月撮影 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※営業所の実態がよく確認できる写真を貼付してください。 


